
各役職段階に占める女性職員の割合

○　指定職相当

総数（人） 女性（人） 男性（人） 女性割合

25 2 23 8.0%

○　最高裁課長相当職

総数（人） 女性（人） 男性（人） 女性割合

875 186 689 21.3%

○　下級裁課長・最高裁課長補佐相当職

総数（人） 女性（人） 男性（人） 女性割合

5738 1972 3766 34.4%

○　係長相当職

総数（人） 女性（人） 男性（人） 女性割合

8713 4453 4260 51.1%

※　すべての表につき、７月１日現在
※　「最高裁課長相当職」とは一般職給与法の行政職俸給表（一）７級から１０級までの職員を、
　　「下級裁課長・最高裁課長補佐相当職」とは同俸給表５級及び６級の職員を、
　　「係長相当職」とは同俸給表３級及び４級の職員をいう。
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